
3月13日㊌・27日㊌10:00～（会場はお問い合わせください）
新発田事務所（☎22-1010）、紫雲寺支所（☎41-2954）、
加治川支所（☎33-3850）

3月の相談
☎

☎

【問合せ先】
市民生活課市民相談センター・
消費生活センター（☎28-9110）

あなたの携帯電話番号が記載されていても
架空請求は無視してください！

【市民生活相談・消費生活相談】
　市民生活相談センター・消費生活センター（ヨリネスし
ばた１階）では、「心配ごと・困りごと相談」や「消費生活
問題の相談」を受け付けていますので、ご利用ください。
開設時間＝祝日・年末年始を除く、月～金曜日の午前9
時～午後4時（時間に余裕を持ってご相談ください）

【司法書士による無料消費生活相談】
とき＝3月7日㊍13:30～16:30
ところ＝消費生活センター（ヨリネスしばた１
階）
予約先＝消費生活センター（☎28-9110）

要予約

　「重要」と書かれた封書が届く架空請求の相談
が、全国の消費生活センターに寄せられています。
　書面には、消費者の携帯電話番号と「あなたが
携帯電話で利用したサービスを提供した会社から、
契約不履行による民事訴訟の訴状が提出されまし
た」などと記載されていて、差出人に連絡するよ
うに誘導しています。また、「連絡がない場合は、
差し押さえを強制的に履行します」と脅して不安に
させる言葉も書かれています。

【対策】
▼正式な裁判手続きでは、訴状は郵便配達員が直
接手渡すことが原則となっていて、郵便受けに入れ
られることはありません
▼封書が届いても、絶対に相手事業者に連絡を取
らないようにしましょう。連絡すると、調査費用な
どの名目で金銭を要求される可能性があります
▼少しでも不安や疑問を感じたら、消費生活セン
ターに相談しましょう

⑫

1～3月は悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です
　県と県内の各消費生活センターでは、悪質商法被害防止キャンペーンを実施しています。
社会経験が浅い若者や高齢者などを狙った悪質商法の被害を未然に防ぎましょう。

☎

要予約

☎

☎
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